
 

 

 
 
 

 
（改正）電子帳簿保存法とは！？ 
［社⾧］最近、複数の大手ソフト会社から「経理のデジタル化に向け」というＤＭが届いています。どうも電子帳簿

保存法が変わるので、このままでは問題だという内容です。 

ʬ所⾧ʭ１月１日から改正電子帳簿法がスタートします。電子帳簿保存法は、1998 年（平成 10 年）7 月に施行され

た法律です。正式名称は「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」です。 

［社⾧］23 年も前からあったのですか。そして国税に対する特例なのですね。要は、税務調査等で認められる電子帳

簿の保存方法を定めている法律ということですね。今回の改正で何が問題なのでしょうか。 
ʬ所⾧ʭ紙のものは紙のままでかまわないのです。ただ今回大きく変

わったのは電子取引です。イメージ図を見て下さい。電子帳簿保存法

上の電磁的記録による保存は次の 3 つに区分されています。①電子帳

簿等保存、②スキャナ保存、③電子取引。ここに電子データ保存義務

が創設されたのです。つまり受け取った電子データは紙では無く電子

のままで保存してねということです。 

 

 

 

［社⾧］えっ！これまでのように紙に印刷して保存じゃダメなのですか。それも来年から。ネットで購入しても画面

上の請求書でＰＤＦでしか印刷できないものも電子保存しないといけなくなると。だいたい税務署長への申請手続き

も間に合いませんよ。 

ʬ所⾧ʭ電子取引の申請手続きは不要です。強制適用になります。取引先からインターネットを介して受け取った電

子取引情報は、印刷して紙媒体で保存していても正式な税務書類とはみなされなくなります。税務調査で、消費税に

係わるものを除き、電子で提示できなければ税務書類を保存しなかったとみなされて青色申告取消もあり得ると話す

専門家もいます。国税庁公表のＦＡＱでは「違反の程度等を総合勘案して適用を判断する」と書かれています。 

［社⾧］それは大変だ。でも税務署のためだけに費用をかけて電子取引対応するというのも何か違う気がします。弊

社の電子化・デジタル化はすすめていくつもりですが、もう少し会社の経営計画を詰めてから考えたい。決められた

法律はきちんと守るつもりですが、それでも何かいい対策はないのですか？ 

 

（改正）電子帳簿保存法への現実的な対応 
ʬ所⾧ʭ大手のクラウドサービス（TKC 証憑ストレージサービス）等を利用するのも一つの方法です。この選択はコ

ストがかかります。このようなシステム対応をもう少し後で決めたいと思う場合には、次のような対策を検討下さい。 

（国税庁『電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】』問 33） 

 

 

 

［社⾧］いやこれならできそうな気がします。検索機能の確保は、例えばエクセルを利用してデータのファイル名に

通し番号を付けておいて一覧表を作成しておけばいいのですね。あるいはデータのファイル名に検索項目を直接入力

する方法でもできますね。ところで「事務処理規程」はどこかにひな形がありますか。 

ʬ所⾧ʭ国税庁のＨＰ上記参考資料（各種規程等のサンプル）に（個人事業者の例）（法人の例）の「電子取引デー 
タの訂正および削除の防止に関する事務処理規定」のワード文書があります。 
［社⾧］お話を聞いて少しホッとしました。今年も残り僅かなので、近いうちに経理責任者と電子取引への対応を具

体的にすすめていきます。 

ʬ所⾧ʭ専門誌によるアンケートでは改正電帳法に対応しているとした企業は 18％、対応に動いているがまだ完全で

はないが 43％、対応に動いていないが 25％、わからないが 15％。8 割以上の企業がまだまだの状態のようです。な

んとか最低限の仕組みを整えて新しい年を迎えましょう。そして御社のためのデジタル化も是非実現していきましょ

う。われわれも全力でご支援します。いつでもお気軽にご相談下さい。 
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 私の親友の 1 人に沖永良部島出身で高校は同級生（下宿も同じでした）で、大学は別 
だった高山という男（後日マレーシア人の女性と結婚して現在も東京在住中）がいます。 
東京に住んでいた大学 2 年生の時に、彼と 2人でポンコツ車（たぶん彼が調達した車だ 
ったと思います）に乗って、3～4 日かけて伊豆半島一周や富士山近隣地を回ったことが 
ありました。50 年近く前のことです。その時に甲府市に行って駅前の土産屋さんで、山 
梨県で一番有名な郷土玩具の「親子だるま」と一緒に買ったのがこの「甲州わら駒」です。 
手許の記録によると昭和 48 年 2 月 21 日購入で、買った値段はわずか 170 円となってい 
ます。大が 250 円だったと書いていますが、親から仕送りをもらっていた学生の貧乏旅 
行では、たったの 80 円も上乗せできなかったんだろうと当時をなつかしく思い出す次第 
です。このわら駒は地域の養蚕の守り神として作られたということですが、小じんまりと 
しながらも直線的に作られたすばらしいわら駒です。 

 

 

 

 

こんにち

 

 

マズローの『人間の欲求⑤段階図』 

 
 

 

 

 
 

 

山梨県 甲府市 
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有限会社 清丸水産 
住所 肝属郡南大隅町佐多馬籠 3697 番地 3 

℡ 0994-26-2363 

   

ふるさと納税！   

 


